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�����私が町長に就任してか

ら助役として力を尽くしていただ

いたお二方は、仕事として、住民と

して当別に関わって来られました。

　現在、北海道庁に戻られてから

も、当別町とは深く関わりがある

と思いますが、北海道という立場

から当別町を見て気がついたこと

などをお聞かせください。

����当別はまちとしての価値

がとても高いように感じます。

　札幌市に隣接し、北海道医療大

学があり多くの学生が居住してい

ること、JRが通っていることや、ス

ウェーデンヒルズという特色のあ

る町並み、道民の森といった施設

があり、最近マスコミでも多く取

り上げられている移住促進事業な

どにも活発に取り組み、好印象を

与えているまちだと思います。

　このようなことは住んでいると

きは当然だと思っており、特別な

ことと認識していませんでしたが、

いざ当別を離れて振り返って見る

と良い印象が強いですね。

　道内の市町村には、資源が乏し

く、人口減少、過疎化に歯止めをか

けられずに悩みつづけているまち

が沢山ありますが、当別は、もっと

発展する可能性を沢山秘めている

と思います。

�����私もそのように考えて

います。当別は道央圏において道

路交通の要衝であり、国道275号と

337号が完全に整備されれば、ここ

の交差地区は人や物の流れの拠点

となる可能性があると思います。　

　国道沿線では地元の農産物の直

売所などで札幌市民などをター

ゲットに民間の力でいろいろなこ

とが出来るのではないでしょうか。

�����谷本さんの在任中には、

市町村合併の検討、協議の中で、行

政サービスのあり方や事務事業の

見直しなど、合併には至らなかっ

たものの良い経験になりました。

また、佐々木さんの在任中には住

民と行政の協働による簡素で効果

的、効率的な行政サービスの再構

築を目的に行財政システム再構築

プランを策定しました。

　このプランに基づいて、住民参

加の推進、事務事業の見直し、行政

組織の見直し、財政基盤の強化に

取り組んでいます。重点施策のひ

とつであるコミュニティバスの試

験運行が順調に進み、現在本格運

行に向けた作業を行なっています。

しかし、事業の休廃止、削減といっ

たことを検討して行かなければな

らない厳しい状況が続いています。

�����当別は地理的条件に恵

まれ、札幌や江別と隣接している

ので、教育、医療といった都市機能
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　昭和12年6月17日生
　当別町長　
　平成13年8月から、
　現在2期目に至る。
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や都市型施設を町として整備する

必要性が低い。このような部分で

は町の負担は少ないですから、そ

の分を札幌などと差別化する施策

に回すことができると思います。
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����今は、戦後のすぐに作られ

たいろいろなシステムの土台が崩れ

てきている時代ですが、未だに、困っ

た時には国や道で資金を出して何と

かしてくれるといった意識だけが

残っているように感じます。

　行政がどこまでやるべきか、住

民が何をするべきかといった区分

を明確に定めたものはありません

が、今後は住民と行政との役割分

担のあり方が大切になって来ると

思います。

�����私も同感です。現在、

国、地方が深刻な財政危機に陥っ

ています。これを乗り切るために

は国と地方の役割分担を明確にし

て、特に市町村は行財政基盤の確

立、足腰の強い組織体制づくりが

求められます。その意味では、市

町村合併は行財政改革の有効な手

段の一つであると考えますが、現

実に合併した場合、その自治体が

基礎自治体としてやっていけるか、

そこの住民が合併して本当に良

かったと満足できるのか、疑問と

感ずる部分はたくさんあります。

�����合併したとしてもすぐ

に目に見える効果は現れないと思

います。自治体の財政としては5年

後、10年後にならないと効果は出

てきませんが、全部が全部上手く

行くことになるとは考えていませ

ん。

�����現在、当別町は行財政

システム再構築プランに基づいて

自立できる町を目指していますが、

今、谷本さんが携わっている道州

制はどのように進んでいくので

しょうか。

����道州制は、地方分権改革

の究極の姿と考えています。仕事

と財源をセットで市町村、道州、国

とで分け、それぞれがお互いの関

与を無くし、完全に責任をもって

行なうという考え方であり、住民

に身近な事務を担う市町村の役割

は大きくなる。大改革であり、ま

だまだ多くの検討が必要であるが、

地方分権を進めようとする大きな

流れは変わらないと思います。

�����これからの当別に求め

られること、地方自治体の全体像

はどのようになると思いますか。

�����自治体のIT化、オンライ

ン化は更に加速して行くと思いま

す。取り組み方次第で、各自治体

間の事業や経費の効率化では差が

生じてくると思います。他の市町

村で行なっていることの情報収集

が大切になると思います。

　また、自治体としての特徴を出

す動きも活発化すると思います。

当別は札幌に近いですが、札幌と

同じことをしていてはいけないと

思いますね。当別が札幌と同じこ

とをするのなら札幌に住めば良い

と考えてしまう。当別の潜在能力

を活かした地域づくりをする必要

があると思います。

�����当別では、住民の子育

てサークルや町内会で行なってい

る防犯パトロールなどの住民独自

の活動も活発です。移住促進事業

でも当別の町民に実際に触れ合わ

れて移住を決めた人もいます。

�����そういったことは札幌

市では見られないですね、札幌に近い

からこそ差別化を図ったことが受け

入れられると思います。例えば老人
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　昭和26年10月2日生

北海道企画振興部
地域振興・計画局市町村課参事
平成16年4月～18年3月
当別町助役
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　昭和27年3月26日生

　北海道企画振興部
　地域主権局次長　
　平成13年9月～16年3月
　当別町助役

����������	��
�




��������	�

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

のコミュニティー作りを応援するよ

うな施策でも良い、町民が相互に扶

助、互助ができる”優しいまち当別”

をつくる。もし札幌の100人に1人が

このことに関心を持つことで1万8千

人もの人々が当別に目を向けること

になりますからね。

　良い意味で差別化することが、元気

のある町になります。

　話は変わりますが、都市部の人々と

それ以外の人々の行政サービスに対

する意識や考え方には違いがありま

すね。道内を見ていても、町村と比べ

ると都市部の方が、住民の負担が多い

傾向にあります。都会ではサービス

を求める場合はお金を負担するとい

う考え方が浸透してきていると思い

ますね。

����当別に住んで驚いたことは、

各町内の住民が自由に使えるような

立派な会館の維持費を町が負担して

いることです。

　これは他の自治体でもあまり例が

見られないことだと思いますね。

�����現在行なっている、当別独

自のサービスの見直しを行なわなけ

ればならないと思いますが、その際に

は何が必要だと思いますか。

����すぐに全てを変えてしまお

うとしても上手くは行きませんが、意

識改革の積み重ねが大切だと思いま

す。

　現在、何の負担が高く、何の負担が

少ないのかをきちんと情報公開し、住

民との納得の行く議論が必要になり

ます。その際には他の自治体の良い

サービスばかりを手本とするのでは

無く、当別の実情を見ること、知らせ

ることが重要ですね。

�����子育てを住民全体の協力

で行なうというファミリーサポート

システムはまさに補完性の考え方に

基づいた事業だし、アメリカで住民が

自分たちの身を守る為に保安官を

雇っていたことは、安全を自ら金で買

うという考え方だと思う。

　役場職員の意識改革のみならず、住

民の意識を変えることも重要になっ

てきていると思います。

　そして、事業の廃止の際には、ただ

やめるのでは無く、将来に何をするた

めの廃止なのかを整理して、長期的な

視点を持たないと、前向きな行政は行

うことが出来ないと思います。
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�����住民と行政との連携とい

う言葉が多用されていますが、これか

らは本当に住民の力がなくてはやっ

ていけないことが多いと思います。

����住民と行政とによる協働の

まちづくりには様々な手法や方策が

考えられると思いますが、まずは、住

民にまちの実態について、 詳 らかに情
つまび

報を開示し、住民が理解し、納得し、

協力をするという過程が大切で、住民

と行政との合意形成がなされないと

まちづくりは進みません。

�����道外の事例ですが、地元産

品の直売所で、高齢者が作った手作り

の大福餅が口コミで人気を呼び、生

産、販売に多くの高齢者が関わるよう

になり、高齢者の病気が激減したとい

う話があります。お年よりは多くの

知恵と経験を持っているので、行政が

うまくコーディネートしていけばま

ちづくりの良いパートナーになると

思いますね。

�����今、当別ではまちの賑わい

を創出しようと、まちの中心で眠って

いる駅前れんが倉庫を有効活用させ

るために、スウェーデンのパン釜づく

りなどの改装を行なっています。

　また来年は当別をＰＲして人を呼

び込む為に、スウェーデンレクサンド

市との姉妹都市提携20周年記念の節

目の年に開催する夏至祭を盛り上げ

ようと、6月に向けて各方面で準備を

しています。町内外の人々に当別町

を広くアピールしていきたいと考え

ています。

����当別に住んで知ったことの

一つに、イベントを企画したり、参加

する積極的な人が大勢いると感じま

した。当別町は住民パワーでこれか

ら益々発展する可能性があると感じ

ています。

�����私も同様な印象がありま

す。そのような人たちをスピーカー

として町の情報を発信できるとまち

づくりに弾みがつきますね。住民の

口コミで伝わることが信頼できる情

報になり、住民が一体となった、夢の

抱けるまちづくりができると思いま

す。

�����本日はありがとうござい

ました。これからも北海道という立

場から当別の応援をお願いします。
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　町では、行財政システム再構築プラン
に基づき、全事務事業の見直しを行なっ
ており、この中で、除排雪業務では、昨年
並の降雪の場合、生活道路の排雪作業が
困難な状況にあります。
　従前の排雪体制を確保するには、排雪
地域の町内会から、生活道路3回目の排雪
の経費負担のご協力を頂くことを提案
し、11月に実施した11回の住民説明会な
どを通じお知らせしております。

　��������	

�の負担を頂く
ことにより、生活道路3回目の排雪が可能
になります。是非、ご理解とご協力をお
願いします。

　

　個人の敷地の雪は、敷地内での処

理が原則ですが、当別町民の雪堆積

場への自己搬入は無料受入します。

　土、砂、粗大ゴミが混入した雪の

搬入は厳禁です。廃棄物として処

理してください。なお、堆積場で

は、係員の指示に従ってください。

�����　8時～17時

　具体的な実施方法については、現

在、各地域と町で協議中です。

　詳細が決定した際には、各町内会

の皆様へお知らせします。
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※町の冬道対策としては、凍結路

面での砂の撒布、わだちの補整、

防雪柵の設置なども行なっていま

すが、地域の皆様のご協力とご理

解が最も大切です。
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　降雪10ｃｍ以上で出動

　概ね朝７時まで除雪完了　

　除雪出動回数　５１回

　基準降雪量　7m70cm

（年間降雪の累計）

���

　排雪回数　２回

　排雪量　150,000�
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��排雪は、排雪用ダンプに雪を積

　み込み処理する方法と、空き地に

　堆積した後に雪割りやダンプで処

　理する方法とがあります。
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��各町内会と協議は行いますが、

　町内会ごとに差が出ますと、緊急

　車両等の通行障害も心配されるの

　で、全町一斉でのご協力をお願い

　して参ります。 
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��昨年、１昨年は排雪路線設計排

　雪量2回分で１５万�に対して、実　

際排雪量は２１万�以上で３回以上　

行っている計算です。
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��今年から1回目の排雪より、町　
内会、排雪業者、町で日程を協議　
して排雪を行います。3回目の排　
雪の実施が無い場合、集めたお金　
は次年度へ積立しておくなど、各　
町内会で検討をお願いします。
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　ＮＰＯ法人まちの森が設立2周年を記念してクリス

マスチャリティーコンサートを開催しました。オープ

ニングでは、獅子内の３家族で結成している 獅郷 太鼓が
しきょう

力を合わせて威勢の良い音を披露し、続いてサックス・

デュオがクラシックやポップスなどを演奏しました。

　最後は、以前に当別でコンサートを開催した５人組の

アカペラコーラスグループ「こころや」が登場し、ク

リスマスソングを人の声ならではの暖かいハーモニー

で合唱し、来場者を楽しませました。

　会場では、手作りのケーキとコーヒーが配られたほ

か、スタッフがサンタクロースに変装し、クリスマス

のムードに包まれていました。

　参加者から集められたお金は、地域活動支援セン

ターの活動などに利用されます。

　北海道日本ハムファイターズを当別からも応援しよ

うと、当別ファイターズクラブ（野口和之会長）主催

により、ファイターズの江尻慎太郎投手との交流会が

開催されました。

　約100名のファイターズファンが集う中、江尻投手

は、激励や来年父親となることの心境、休日の過ごし

方などの質問に対して笑顔で答え、「今年はファンの声

援に力づけられて44年ぶりの日本一になったので、来

シーズンは自分の力でファンに感動をプレゼントした

い」と力強く来季の飛躍を誓っていました。　

　抽選会ではファイターズグッズなどが当たるたびに

歓声が上がり、その後行なわれたサイン会、写真撮影

会などは札幌ドームさながらの熱気に包まれていまし

た。
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　当別高校国際協力ク

ラブが主催して、ライブ

ステージ「地球のステー

ジ4」を開催しました。

同クラブは、発足から9

年目になり、現在は21名

の部員で活動を続け、カ

ンボジアの小学校に井

戸を寄贈するなど国際的に活躍しています。

　ライブ「地球のステージ」は、発展途上国でボラン

ティア活動を続けている精神科医の桑山紀彦さんが自

身の活動を映像と歌とトークでつづるステージで、今

年で4回目を迎えます。

　今回のライブでは、去年のパキスタン大地震から立

ち直ろうとする家族や少年の活動を取り上げ、前向き

に生きることの大切さを来場者に伝えました。

　普段あまり家事をしない父親が、家庭で子どもと一

緒に料理をすることでコミュニケーションを図れるよ

うにと「男の料理教室」が当別中学校で開催され、父

親２５名が参加しました。

　管理栄養士の相澤紀子氏の指導で、楽しい雰囲気の

中、カレーライス・カツ・サラダ・デザートの調理と

試食を行ないました。

　昔から子どもたちに受け継がれてきたわらべ歌の良

さを見直そうとおはなしサークルたんぽぽと町教委が

共催して「親子で遊ぼうわらべ歌あそび」を西当別コ

ミュニティーセンターで開催。

　講師に、幼い子どもを育てるお母さんたちにわらべ

歌を広げようと札幌で講師活動をしている布施早苗先

生を迎え、15組の親子が参加しました。

　参加した親子は、布施先生と一緒に昔なじみの歌や

遊びを通して楽しいひとときを過ごし、会場には、子

どもたちの元気な声が響いていました。

��������	
��������

�������� （12月10日）

��������	
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������ （12月15日）

��������	
����

������� （12月10日）
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　町では、給与・年金所得者を対象に、所得税の還付申告と住民税申告を
1月25日から役場1階大会議室で受け付けます。 税務課税務係（�23－2332）
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①所得税は源泉徴収されているが、年末調整が済ん

　でいない方

②退職所得があり、源泉徴収税額のある方

③医療費控除を受けることができる方

④新築住宅や中古住宅を取得して入居された方、住

　宅の増改築をされた方

��������	
��

　確定申告の義務がない方であっても、国民健康保

険に加入している方、公営住宅の申し込みや金銭借

り入れの手続き、老人医療費・児童手当などの受給手

続きに所得課税証明書が必要な方は、住民税の申告

が必要です。

��������
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・源泉徴収票（支払金額と源泉徴収税額がわかるも

の。コピー不可。）

・印鑑

・金融機関などの口座番号がわかるもの

　（本人名義のものに限る）

・国民健康保険料、介護保険料の領収証、国民年金

保険料支払証明書（平成18年中に支払った分、社会保

険料控除に該当する方）

・生命保険、損害保険料控除証明書

　（各保険料控除に該当する方）
���������

・医療費の明細書（1年分の医療費などを医療を受け

た人ごとに集計したものが必要になりますので、事

前に集計して明細書に記載してからお越しくださ

い。明細書は税務課税務係に用意してあります。）

・医療費などの領収書、レシート

（医療費控除を受けることが出来るのは、支払った

額が10万円または合計所得金額の5％のいずれか少

ない方を超えた場合の方です。）

����

直接税務課税務係まで問い合わせください。

　事業所得の申告は、申告者自身が作成した確定申

告書と合わせて収支内訳書が必要となります。しか

し、例年、確定申告の受け付けの際に収支内訳書を

記載してこない方が多く、役場の受け付け時に作成

することが多いため、ほかの申告者の待ち時間が長

くなってしまいます。

　このため、町では下記の期間を収支内訳書の記載

相談日として設けました。事前に必要な書類を整理

のうえお気軽にお越しください。なお、2月16日から

行う確定申告の際に収支内訳書が作成されていない

場合は、確定申告の受け付けをすることができませ

ん。

��������	
�

���　1月25日（木）～2月15日（木）

���　役場1階大会議室

　年末調整に伴う平成18年分給与支払報告書（総括表・

個人別明細書）の提出は、次の通りです。

�����　1月31日（水）

�����　税務課税務係

　給与支払報告書は、平成19年度の町・道民税の計算

のもととなる大切な資料ですので、記載内容の確認と

早期提出にご協力願います。

　国税庁のホームページでは、インターネットを利用

して所得税や消費税に対応した確定申告書を作成する

ことができます。

�����　24時間対応、土日・祝日もＯＫ。

����　　難しい計算はパソコンにおまかせ。

����　　税務署に行く必要がありません。

���������	　http://www.nta.go.jp
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　個人所得が伸び悩む中で、税金

を納期内に納めることが困難な方

が増加しています。町税は、皆さ

んの所得や資産の状況を元に算出

し、公平な負担をいただいている

ものです。

　町では、納期限内に納付された

方と納付されなかった方との不公

平をなくし、税の公平性を保つた

め、未納解消の取り組みを行って

います。

����

　納税課納税係（�23－2341）

������
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　滞納額の縮減と納税の公平性を

確保するために滞納者に対する滞

納処分として、土地・家屋・所得

税還付金の差押え、国民健康保険

証の使用などの制限を実施してい

ます。また、昨年からは対策をさ

らに強化し、預貯金や給与の差押

えも行っています。
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　病気や失業などの事情で納期内

に納められないといった特別の事

情がある方は、分納の方法があり

ますので、相談ください。
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　滞納者のお宅に伺って税金を

納めるように促します。
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催促しても納めない方に対して

は、��������	�
�

��ことや、��������

��������	
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を実行します。
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応募は、①学校部門・②一般部門

（企業・団体・町内会・育成会・

ファミリー）

���　大賞（6万円）ほか各賞あり

　「��������	
��	�����������	�
��������	
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一緒に楽しみながら参加しませんか

■当日のイベントスタッフなど

���　高校生以上
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　町教委とBring upとうべつが共

催で英語を交えながら科学の楽し

さを体験する講座を開催します。

���　1月27日（土）13時30分～

���　あえ～る（弥生）

���　 粟生 キンバリーさん
あわお

���　6歳～小学6年生

　（親子参加可）先着30名

��������

　受講料は無料です。参加希望の

方は、町教委社会教育課（「総合体

育館」内・�22－3834）まで申し

込みください。

（経済部）

▼商工課商工労政係長　大畑裕貴

（建設水道部）

▼上下水道課主幹（庶務担当）

　長内義行
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�式典には一般の方も出席できま

すので、お越しください。

����1月6日（土）11時～

���　総合体育館（白樺町）

�������
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　都市計画道路「当別大通」、「公

園通」の一部線形と区域の変更、

「田園通」の延長の修正および用

途地域の一部区域の変更および建

ぺい率の選択肢の拡充に伴う指定

に関わる案の縦覧を行います。

���　1月9日～23日（予定）

���　都市計画課都市計画係

　　　　（�23－3198）
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　排水設備工事責任技術者の資格

登録者は、4年ごとに資格登録更

新の手続きが必要です。更新対象

者には、案内・申込書類などを郵

送しますので、手続きを行ってく

ださい。

����　平成14年度に北海道　

排水設備工事責任技術者試験に　

合格した方または更新手続きを　

した方で、資格登録期間が3月　

31日で満了する登録者。

�����　1月15日（月）～19日（金）

　　　　　　　9時～15時30分

����　5,000円

������上下水道課庶務係

　　　　　　（�23－3542）
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　下水道に異

物を流してい

ないのにトイ

レや風呂、台

所の流れが悪

くなったり異常な音がするときは

連絡ください。確認に伺います。

　なお、町で管理する施設の場合

は、町で処置しますが、個人の施

設では個人負担になりますので、

ご注意ください。

　食用油やラードなどが固まり管

を詰まらせることが多いので、油

を下水道へ流さないようにご協力

ください。

����

　上下水道課下水道技術係

　（�23－3542）
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�����　平成19・20年度の工

事、設計、物品、設備管理委託な

どの入札参加資格審査申請

�����　①納税証明書等必要書類

��　法人税と消費税および地方

　　　消費税

��　申告所得税と消費税および

　　　地方消費税

����　法人住民税または町道

　　　　　民税

②審査結果決定通知用封筒に宛先

　を記入し、80円切手を貼ってく

　ださい。

�����　

2月1日～28日（土・日・祝日は除く）

9時～11時30分、13時～16時

���　総合体育館（白樺町）

�����

①建設工事・設計業務など

北海道土木協会（札幌市中央区北3

条西7丁目1緑苑ビルで販売）

②物品・設備管理委託など

財政課管財係に備え付けていま

す。（町ホームページからダウンロード

可）

����　財政課管財係

　　　　　（�23－2331）
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　以下の場合には、自動車の登録

手続きが必要です。
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　なお、詳細は、車検証を用意し

てから下記へ問い合わせくださ

い。また、月末は混雑しますの

で、上・中旬までに手続きされる

ことをお勧めします。

����　北海道運輸局札幌運輸

　支局（�050－5540－2001）
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　昨年12月中旬に各地区農事組合長
を通じ、農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書を配布しました。
　平成19年1月1日現在で次の要件を
満たす方は、申請書に記入し、農事
組合長に提出願います。
　なお、下記要件に該当し、申請書
が手元に無い方についてはお問合せ
ください。
���

①当別町内に住所を有し、満20歳以
上の方（昭和62年4月1日以前に生ま
れた方）。
②30アール以上の農地を現在耕作し
ている農業経営主
③農業経営主の配偶者または同居の
親族で、年間60日以上農業に従事し
ている方
����　農業委員会事務局
　　　　　（�23－3279）
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　総合体育館内トレーニングルー

ムで実施しているフィットネスイ

ンストラクター指導事業の1月・2

月の日程をお知らせします。

���

午前の部（9時30分～11時30分）

　1月11日（木）・25日（木）

　2月8日（木）・22日（木）

午後の部（18時30分～20時30分）

　1月16日（火）・30日（火）

　2月6日（火）・27日（火）

���　町内に在住または勤務す

　る18歳以上の方

　指導料は無料ですが、体育館利

用料150円がかかります。

����　町教委スポーツ振興係

（「総合体育館」内・�22－3833）
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　スポーツを通して体力・仲間作

りをしませんか。

���　1月：ティーボール

　2月：ドッチビー

������

総合体育館　1月27日・2月17日

西当別コミュニティーセンター

1月20日・2月10日

全て土曜日、時間は13時30分～

���　町内の小・中学生、保護者

����　初回参加時のみスポー

　ツ保険料として500円

������　

　町教委スポーツ振興係（「総合体

　育館」内・�22－3833）
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����　0歳～中学卒業まで

�����　一人につき一時金

155,000円、以後月額20,000円、小・

中学校入学支度金44,000円。

�����　決定時から中学卒業

まで（無利子）。

�����　貸付期間終了後6か

月または1年経過した後に20年以

内の分割均等返還。ただし、高

校、大学などへの進学者は、卒業

までの間、返還を猶予することも

できます。
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����　自動車事故で脳、脊

髄、胸腹部臓器に損傷を受け、介

護を必要とする方

����　

月額29,290円～136,880円の間で、

状況により支給。「短期入院」費用

があれば別枠で支給。

�����　支給月は3・6・9・12

月で、3カ月分を一括支給

����　自動車事故対策機構札幌

主管支所（�011－551－2145）

���������	
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2月2日（金）18時～20時

��������	
��


2月3日（土）13時～15時

自衛隊生徒の場合は、父兄同伴で

お願いします。

����　

　自衛隊札幌地方協力本部江別地

　域事務所（�011－383－8955）

　住民生活課住民生活係

　（�23－3209）
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　国民年金は、日本国内に住所のある20歳から60歳ま

での人が加入する国の公的年金制度です。

　この制度は、老後の所得保障だけではなく、病気や

事故で障害が残ったときの障害年金や１８歳未満の子ど

もを残して父親が亡くなったときの遺族年金など、不

測の事態に適切にサポートします。

　学生または収入が少ない場合は、申請により保険料

の納付が猶予・免除となる制度があります。

　この申請をしないまま保険料を未納にすると、万一

のときに障害年金が受け取れないなど思わぬ事態を招

きますのでご注意ください。

��������　
　1月16日（火）・24日（水）
　役場1階 住民生活課国保年金係
��������	
��札幌北社会保険事務所）
　1月19日(金)10時～15時　商工会館 
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　交通事故など、第三者

の行為によってケガや病

気をしたときでも国保を

使えますが、医療費は加

害者が全額負担するのが

原則です。

　この場合は、国保が医療費を一時的に立て替え、あ

とで加害者に請求します。

　交通事故にあったら国民健康保険に必ず届け出てく

ださい。

　届け出が無かった場合や遅れた場合は、本来加害者

が負担すべき医療費に加入者の皆さんが納めている国

民健康保険税を充てることになります。
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　住民生活課国保年金係（�23－2467）
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　当別町を含む道央都市圏7市3町

を対象に実施します。

���　去年の秋期調査で回答を

　いただいた世帯

�����　郵送で配布・回収

������2月

������特定の一日における

　交通行動調査

�����道央都市圏パーソント

　リップ調査実施本部

　（�0120－940－180）

※調査主体団体：北海道建設部ま

ちづくり局都市計画課

調査協力：都市計画課都市計画係

（�23－3198）

　今年度から、これまでの冊子ス

タイルからタブロイド判に変更

し、発行回数も年6回（奇数月の発

行）となりました。

　発行方法も、新聞折込のほか、

一部地域ではポスティングシステ

ムを活用しています。

　また、支庁、役場のほか、お近

くの郵便局、銀行（北洋、北海道）、

セイコーマートなどにも備えてい

ます。これらの方法によって、手

に取ることが出来ない方には、個

別に郵送もしますので、問い合わ

せください。

����　北海道知事政策部知事

　室広報広聴課広報グループ

　（�011－204－5110）

��������	
�



��������	��

　新年は飲酒の機会が増えますが、
飲酒運転は認知、判断力を低下させ
て交通事故の原因となり、事故を起
こすと失業、家庭の崩壊、損害賠償
など取り返しのつかない結果を招き
ます。
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+996105� �
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+30131161�����
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▼古木友子さんから１０万円

▼瀧本利雄さんから５万円

▼佐坂義雄さんから５万円

▼高木馥美さんから１万円

▼当別町赤十字奉仕団から１万円

▼園生第４町内会第２班から7,578円

▼松木久仁さんから手編みの座布団　１３枚

��������

▼「信長」から　９,４９３円

�������

▼北海土木工業（株）から地元産米

（ほしのゆめ・ななつぼし）２００㎏、

キルディブロック大型セット、ペッ

ターブロック大セット
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　広報とうべつ12月号の3ページ

「地域活動センターつくしの郷」

の電話番号を誤って記載していま

した。

　訂正し、お詫び申し上げます。

　誤　26－2685

　正　22－2685

���������������	


�����

��  2��������������������
��事前に福祉係（�23－3019）まで。

�������（毎月第2・４木曜日)〔２４時間受付   090－2070－5082〕

�� ������������	
���
 ���町社会福祉協議会（�22－2301）

町の顧問弁護士が相談に応じます。

������

　ママｃｏｍとうべつが母親同

士がふれあう場所を作ろうと親

子ひろばを開催しました。100人

以上の親子が集まって交流を深

め、木の砂場など珍しい遊具も設

置され、子どもたちは、のびのび

と遊んでいました。　　　

（12月7日）

��������	
�

　一人暮らし高齢者へ火の用心

を呼びかけようと西・東保育所の

児童が防火年賀状を作成しまし

た。みんなで協力して449枚の年

賀状に心をこめて色を塗りまし

た。作成した年賀状は、12月25日

にポストに投函しました。

（12月14日）
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��

　札幌北法人会当別支部が当別町

にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

寄贈。宮永支部長からは「できれば

使わない方がよいが、もしもの時に

は、この装置で人命を救って欲し

い」とメッセージが送られました。

　寄贈されたＡＥＤは、総合体育

館に設置しました。　（11月28日）
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町政功労者逝去

No.339
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対象者へ
個別通知

15日 月　ゆとろ
受付１３：００～１４：００

���������

���

�
��
��
�� 12日 金　ゆとろ

受付１３：００～１４：００
���������

���

必要４０歳以上の方
右記町内医療機関にて受診������

�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
�

必要
保健師や栄養士が相談に応じます。
31日 水 9：３０～１１：３０　ゆとろ

����

必要
健康チェック日　　23日火
健康プラン相談会　26日金
９：３０～１１：３０　総合体育館

��������

必要24日 水 ７：３０～9：３０　ゆとろ���������	

必要
脳卒中、神経難病などにより、
体や言葉に不自由がある方
17日 水　１０：３０～１４：３０　ゆとろ

������

必要
外出機会の少ない高齢者対象
25日 木　１０：００～１２：００　ゆとろ

���

必要
外出機会の少ない高齢者対象
23日 火　１０：３０～１４：３０　西コミ

�������

�個別接種は下記医療機関にて接種ください。
�持ち物　母子健康手帳。
�事前に予防接種ガイドブックを読みましょう。

������福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６） 

������　心の悩みについて専門医が相談
　　　　　　　  26日金　１３：３０～１６：００　江別保健所
�������  江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）

� � �　　　お酒で悩んでいる方とその家族
　　　　　　　  毎月第１・第３月曜日
　　　　　　　  １８：００～２１：００　ゆとろ
���������日中は江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）
　　　　　　　  夜間は工藤（�２２－２５１０）

�����������

生後６カ月
未満

15日月　ゆとろ
１４：００～１４：３０

ＢＣＧ

� � � � � �

�����
場所時間日にち内　容場所時間日にち内　容
ゆとろ10：30～   7日(水)リハビリ教室ゆとろ巡回ドック・フレッシュ健診  1日・2日（木・金)  7：30～

ゆとろ13：00～    9日(金)マタニティースクールＡゆとろ13：00～5日(月)4か月・10か月児健診

ゆとろ 9：30～  14日(水)歯科検診・フッ素塗布ゆとろ14：00～5日(月)ＢＣＧ予防接種
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� � � � 予防接種実施
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ボランティアの 窓
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みちこ
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　ひとつひとつは軽度でも、重なると心筋梗塞や脳卒

中などの危険性を高めます。下記の必須項目①に加

えて、次の②～④の２項目以上にあてはまると、『メ

タボリックシンドローム』と診断されます。健診の検

査結果を見てあなたもチェックしてみましょう。

必須項目

������：男性85cm以上、女性90cm以上

��������

　中性脂肪　150ｍｇ/dl以上またはHDLコレステ

ロール40ｍｇ/dl未満
�������

　収縮期血圧　130mmHg以上または拡張期血圧

85mmHg以上

�������

　空腹時血糖値　110ｍｇ/dl以上

��������	
�
�

　メタボリックシンドロームは、自覚症状がありま

せん。年に１度は基本健康診査を受けましょう。

�������

���　40歳以上の方　���　町内医療機関

���　3月31日まで

��������	�
��

���　18歳以上の職場などで健診を受ける機会

　　　　がない方

���　2月1日（木）2日（金）7時30分～9時30分

���　ゆとろ　

���　1,000円（国民年金保険加入者500円、生活

　保護の方は無料）

��������　保健サービス係（「ゆとろ」内・

　�23－2346）まで事前に申し込みください。
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　スウェーデン王国の首都ストック

ホルムから北西に約２５０ｋｍにある、

姉妹都市レクサンド市からダニエル

スさんとブラーサルさんの二人が当

別にパン釜造りに訪れました。

　ダニエルスさんが当別と関わるよ

うになったのは、20年前に当別町と

レクサンド市とが交流を始めた時の

市長として、姉妹都市の調印を行

なったとき以来です。

　永年の夢である、当別に伝統的な

パン釜を造りたいという想いの実現

のため、町一番の腕利きのれんが職

人のブラーサルさんとの来町になり

ました。

　当別とレクサンドでお互いの町を

訪問する住民同士の交流が進み、ス

ウェーデンの短い夏と太陽の恵みに

感謝する伝統行事の夏至祭は町のイ

ベントとして定着しました。

　そして、ダニエルスさんがずっと

温めていた「当別にパン釜を」とい

う想いは、交流の新たな象徴として

のれんが倉庫へのパン釜設置という

形で実現しました。

　　

　12月6日から20日の間、スウェー

デンヒルズに滞在してレクサンドか

ら取り寄せたレンガを使った釜が造

られました。

　パン釜を当別に持って来ることに

なったことについて二人の想いを尋

ねたところ、「スウェーデン伝統の

パン釜を当別のまちに作ることが

ずっと夢だった。それがかなうのが

本当に嬉しいですね。」とダニエルス

さんは笑顔で話し、ブラーサさんは

「私の作ったパン釜で焼いたものを

町の人たちが気に入って食べてくれ

るといいですね。」と職人風な物静か

な語り口で答えてくれました。

　まちの賑わい創出のため、れんが

倉庫は4月にオープン予定です。多

くのイベントなどで二人が作った釜

で焼いたパン食べる機会はすぐに

やって来ることでしょう。「雪が溶

ける頃、２人のパン職人が当別を訪

れます。とても多くの経験と知識を

持った人なので、必ずおいしいパン

を焼いてくれますよ。」ダニエルスさ

んはそう約束してくれました。　
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�����������12月1日現在�
                             （　）は前月との比較
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12月号の世帯比較（23世帯減))は(23世帯増）
の誤りでした、訂正してお詫び致します。

　新年あけましておめでとうございます。

2007年新年号は、防火年賀状作成の１コマ

です。（記事14ページ）これからは、厳しい

雪に包まれる季節になります。

　子供たちの手作りのメッセージは、お年

寄りを元気づけることでしょう。
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